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２
．
事
業
承
継
で
の
大
切
な
ポ
イ
ン
ト

　
中
小
企
業
の
事
業
承
継
で
は
、
次
の
２
点
が

大
切
で
す
。
１
つ
は
、
現
社
長
が
長
年
の
努
力

で
培
っ
て
き
た
取
引
先
と
の
信
頼
関
係
を
新
社

長
に
つ
な
ぐ
「
経
営
の
承
継
（「
社
長
」
と
い

う
地
位
や
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
、
経
営
理
念
の
承

継
）」。
次
に
、
経
営
権
を
発
揮
す
る
に
は
、
一

定
数
の
株
式
（
議
決
権
）
を
所
有
し
て
い
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、社
長
が
万
が
一
の
時
に
、

事
業
を
円
滑
に
継
続
す
る
た
め
の
「
資
産
の
承

継
（
自
社
株
の
承
継
・
集
中
）」
で
す
。

３
．
事
業
承
継
の
種
類

　
事
業
承
継
は
大
き
く
３
つ
に
分
類
さ
れ
、
検

討
の
ポ
イ
ン
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
す
。

①
親
族
内
承
継

イ
．
経
営
能
力
と
意
欲

　
→
本
人
の
事
業
継
続
意
思
が
重
要
。

ロ
．
相
続
人
が
複
数
い
る
ケ
ー
ス

　
→
事
業
承
継
者
を
１
人
に
絞
る
こ
と
が
大
切
。

②
従
業
員
等
へ
の
承
継

イ
．
株
式
買
い
取
り
資
金
の
確
保

　
→
株
価
が
高
い
時
は
難
し
い
。

ロ
．
個
人
保
証

　
→
経
営
者
と
し
て
の
保
証
能
力
を
確
認
。

③
Ｍ
＆
Ａ
（
企
業
の
合
併
・
買
収
）

イ
．
企
業
価
値

　
→
現
在
の
、
自
社
の
企
業
価
値
を
評
価
。

ロ
．
コ
ス
ト
高

　
→
手
数
料
が
高
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、
支
援

　
　
機
関
等
へ
の
ご
相
談
を
。

４
．
相
談
す
る
順
番

　
配
偶
者
→
顧
問
税
理
士
や
弁
護
士
→
商
工
会

議
所
や
銀
行
等
の
外
部
機
関
と
い
っ
た
順
番
が

よ
い
で
し
ょ
う
。
奥
さ
ま
の
考
え
は
特
に
重
要

で
す
の
で
、
し
っ
か
り
と
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

Ⅱ　
事
業
承
継
の
進
め
方
・
代
表
者
保
証

１
．
始
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や
注
意
点

　
60
歳
く
ら
い
か
ら
少
し
ず
つ
考
え
て
い
け
ば

よ
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、自
分
（
現
社
長
）

が
万
が
一
の
時
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の

か
を
思
い
描
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
こ
の
事
業

は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
？
」、「
家
族
は
ど

う
な
る
の
か
？
」、「
銀
行
の
対
応
は
厳
し
く
な

る
の
か
、
借
り
入
れ
を
順
調
に
返
済
し
て
い
け

る
の
か
？
」
な
ど
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
民
法
、

商
法
、
税
務
、
経
営
の
４
つ
の
視
点
で
、
今
か

ら
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

２
．
代
表
者
保
証

　
会
社
の
債
務
に
対
し
て
個
人
保
証
を
提
供
し

て
い
る
社
長
が
亡
く
な
る
と
相
続
が
開
始
さ

れ
、
社
長
の
保
証
債
務
は
、
相
続
人
に
法
定
相

続
分
で
当
然
に
分
割
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
相
続

し
た
時
点
で
は
債
務
が
確
定
し
て
い
な
い
た

め
、
相
続
税
の
計
算
上
は
原
則
と
し
て
債
務
控

除
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。

　
今
回
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
事
業
承
継
は
考

え
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
何
か
ら
始
め
れ

ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
は
、
仙
台

商
工
会
議
所
の
事
業
承
継
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し

な
が
ら
、早
め
に
準
備
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
経
営
支
援
チ
ー
ム（
℡
２
６
５
―
８
１
２
７
）

誌上相談室 Q＆A　事業承継ほど複雑に絡み合ったテーマ
は他にありません。なぜならそこには、
民法、商法、税法、経営といった要件のほ
か、親子関係といった人間関係が入り込
み、一つとして同じものがないからです。
ですから、どのようにして、このパズルの
ような問いを解いていくかが求められる
のです。今回は、中小企業の事業承継を取
り巻く状況や、進めていく上で大切なポイ
ント等をご紹介します。
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　中
小
企
業
診
断
士
・

税
理
士

【テーマ】

社長の万が一に備える！
中小企業の事業承継の始め方

Ⅰ　
事
業
承
継
の
概
要

１
．
中
小
企
業
の
事
業
承
継
を
取
り
巻
く
現
状

　
近
年
、
中
小
企
業
経
営
者
の
高
齢
化
が
進
展

す
る
中
、
特
に
親
族
内
に
お
け
る
後
継
者
確
保

は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
事
業
承
継
実
態
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、

「
後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
な
い
」
と
答
え
る
中

小
企
業
が
半
数
近
く
あ
り
、
時
期
に
つ
い
て
も

半
数
程
度
が
「
明
確
に
考
え
て
い
な
い
」
と
回

答
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
事

業
承
継
の
準
備
が
進
ん
で
い
な
い
実
態
が
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

事業承継の時期はいつをお考えですか？ 経営を任せる後継者は
決まっていますか？ 

■決まっている（後継者の了承を得ている）
■候補者はいるが、本人の了承を得ていない
　（候補者が複数の場合を含む）
■候補者もいない、または未定である

■今後 1～2年ぐらい　■今後 3～4年ぐらい
■今後 5～10年ぐらい
■明確な時期はまだ考えてはいない　■その他

出典：「事業承継実態調査報告書」（独立行政法人中小企業基盤整備機構）
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図：事業承継実態調査結果


